
(別紙)

○短期入所生活介護:併設型

※第1号被保険者で一定以上の所得を有する方は、サービス利用に係る自己負担額が2割又は

3割負担となる場合があります。

★送迎加算(片道)ご利用の初日および最終日に、送迎サービスをご利用になられた場合は、

それぞれ下記の料金が加算されます。

【1割負担の場合】 (多床室、従来型個室　1日あたり)

【2割負担の場合】 (多床室、従来型個室　1日あたり)

【3割負担の場合】 (多床室、従来型個室　1日あたり)

○保険者(市区町村)への申請により介護保険負担額の認定を受けている方は、所得に応じて

下記のような利用者負担の軽減措置があります。但し、ご利用者が世帯非課税であっても、

配偶者が課税されている場合や、年金等収入額によって、単身で500万円超、夫婦で1,500万円超

の預貯金を保有している場合は対象外となり、基準費用額(第4段階)となります。

2026年4月1日適用

『短期入所生活介護サービス利用料金表』

3.サービス利用に係る

自己負担額(1-2)※
1,809円 2,016円 2,235円 2,445円 2,652円

8,840円

2.うち、介護保険から

給付される金額
4,221円 4,704円 5,215円 5,705円 6,188円

1.ご契約者の要介護度

とサービス利用料金

要介護度1 要介護度4 要介護度5

6,030円 6,720円

送迎加算

1,840円

1,656円

184円

2.うち、介護保険から

給付される金額

要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5要介護度1

7,956円

8,840円8,150円

1.ご契約者の要介護度

とサービス利用料金

603円 672円 745円 815円 884円
3.サービス利用に係る

自己負担額(1-2)※

5,427円 6,048円 6,705円 7,335円

1.ご契約者の要介護度

とサービス利用料金

要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4

7,450円 8,150円 1,840円

1,288円

1,206円

要介護度5

6,030円 6,720円 7,450円 8,150円 8,840円

552円

淡　路　栄　光　園

送迎加算

1,840円

1,472円

368円

送迎加算

2.うち、介護保険から

給付される金額
4,824円 5,376円 5,960円 6,520円 7,072円

要介護度2 要介護度3

6,720円 7,450円

3.サービス利用に係る

自己負担額(1-2)※
1,344円 1,490円 1,630円 1,768円

6,030円
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居住費の所得段階別負担限度額(1日あたり)

食費の所得段階別負担限度額(1日あたり)

◎1日の食費の合計額について負担限度額をご負担いただきます。

＜短期入所生活介護サービスにおける加算料金(自己負担額)＞

当施設の体制やご利用者の心身の状況に応じて以下の加算料金(介護保険の給付対象となるサー

ビス：該当欄に○印あり)をいただきます。(料金は1日あたり)

利用者負担 第2段階 利用者負担 第3段階 利用者負担 第3段階②

食　　費 300円 600円 1,000円 1,300円 1,800円

個別機能

訓練加算

専ら機能訓練の職務に従事する職員を配置し、ご利用

者の居宅を訪問した上でご利用者の状況に応じた機能

訓練を適切に提供している場合

56円 112円 168円

○

（◯）

サービス

提供体制

強化加算

(Ⅰ)

①介護福祉士が80%以上配置されている

②勤続年数10年以上の介護福祉士が占める 割合が

　35％以上。

サービス

提供体制

強化加算

(Ⅲ)

12円 18円

66円

3割料金2割料金

22円 44円

8円

/回

16円

/回

24円

/回

184円

/回

368円

/回

552円

/回

従来型個室

加算名

1,231円

算定要件 該当1割料金

負　担　限　度　額 基準費用額

第4段階利用者負担 第1段階 利用者負担 第2段階 利用者負担 第3段階

多床室 0円 430円 430円 915円

380円 480円 880円

負　担　限　度　額

第4段階利用者負担 第1段階

送迎加算

（◯）

居宅と事業所間の送迎を行う場合(片道)

54円

6円

①介護福祉士50％以上配置されている。

②常勤職員75％以上配置されている。

③勤続7年以上30％以上配置されている。

医師の指示のもと、療養食が必要な方に管理栄養士が

管理する食事が提供された場合

1日3食を限度とし、1食を1回として算定する

サービス

提供体制

強化加算

(Ⅱ)

①介護福祉士が60%以上配置されている 18円 36円

療養食

加算

○
機能訓練

体制加算

専ら機能訓練職務に従事する職員を1名以上配置してい

る場合
12円 24円 36円
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（○）

1割料金 2割料金

24円

常勤の看護師を1名以上配置している場合 4円 8円 12円

（Ⅰ）

100円/月

（Ⅱ）

200円/月

100円/月

（個別機能訓

練を算定して

いる場合）

（Ⅰ）

200円/月

（Ⅱ）

400円/月

200円/月

（個別機能訓

練を算定して

いる場合）

16円

（◯）

加算名

看取り連携

体制加算

次のいずれかに該当すること。

（１）看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）イ若しくはロを算定し

ていること。

（２）看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）イ若しくはロを算定し

ており、かつ、事業所の看護職員により、病院、診療所、訪

問看護ステーション若しくは本体施設の看護職員との連携に

より、24時間連絡できる体制を確保していること。

  看取り期における対応方針を、利用者又はその家族等に対し

て当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。

※死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度

64円 128円

算定要件 3割料金

24円

46円 69円

12円

（Ⅰ）

300円/月

（Ⅱ）

600円/月

300円/月

（個別機能訓

練を算定して

いる場合）

116円

36円

192円

生活機能向

上連携加算

（Ⅰ)（Ⅱ）

174円

看護体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たし、前年度又は算定

日が属する月の前3ヶ月間の利用者の総数のうち、要介

護3以上の利用者の占める割合が100分の70以上である

23円
看護体制

加算(Ⅳ)イ

看護体制加算(Ⅱ)の算定要件を満たし、前年度又は算定

日が属する月の前3ヶ月間の利用者の総数のうち、要介

護3以上の利用者の占める割合が100分の70以上である

看護体制

加算(Ⅱ)

次のいずれにも該当する場合

①看護職員を常勤換算方法で入居者数が25又はその端

数を増すごとに1名以上配置している

②最低基準を1人以上上回って看護職員を配置している

③当該施設の看護職員、又は病院・診療所・訪問看護

ステーションの看護職員との連携により、24時間の連

絡体制を確保している

8円

看護体制加算(Ⅱ)または(Ⅳ)を算定し、急変の予測や早

期発見のため、看護職員による定期巡視を行っている

場合当該加算の算定は、喀痰吸引、経管栄養等厚生労

働大臣が定める状態の利用者に限る

医療連携

強化加算

看護体制

加算(Ⅰ)

58円

①外部のリハビリテーション専門職等と連携し、

介護老人福祉施設等の職員と共同でアセスメントを行

い、個別機能訓練計画を作成している

②機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員

その他職種の者が協働して、当該計画に基づき、計画

的に機能訓練を実施している

看護体制

加算(Ⅲ)イ
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39円

（◯）

（◯）

◯

12円

①利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれ

のある症状、若しくは行動が認められることから介護

を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上

②認知症介護に係る専門的な研修を修了している者

を、対象者の数が20人未満である場合にあっては、1以

上、当該対象者の数が20人以上である場合にあって

は、1に、当該対象者の数が、19を超えて10又はその端

数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、チームと

して専門的な認知症ケアを実施している

③当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する

留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に

開催している

15円 30円

270円

13円 26円

2割料金 3割料金

夜勤職員

配置加算

(Ⅰ)

認知症

行動・

心理症状

緊急対応

加算

認知症日常生活自立度がⅢ以上であって、認知症行

動・心理症状が認められ、在宅生活が困難であると医

師が判断した方を受け入れた場合(7日を限度に)

200円 400円 600円

3円

①加算(Ⅰ)の基準のいずれも適合する

②認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了してい

る者を1名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケ

アの指導等を実施している

③当該施設における介護職員、看護職員ごとの認知症

ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研

修を実施または実施を予定している

4円 8円

認知症

専門ケア

加算(Ⅰ)

6円 9円

緊急短期

入所受入

加算

計画にない指定短期入所生活介護を緊急に行った日か

ら起算して7日(家族の疾病等やむお得ない事情がある場

合は14日)を限度として受入れた場合

90円

口腔連携強化

加算

事業所の従事者が口腔の評価を実施し、利用者の同意を得て

歯科医療機関および介護支援専門員に対し、結果を情報提供

した場合

歯科訪問診療の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師又は

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、事業所の従事者から

の相談に対応する体制を確保し文書等で取り決めていること

※1月に1回限り算定可能

50円 100円 150円

180円

認知症

専門ケア

加算(Ⅱ)

①夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1

人以上上回っている場合(従来型)

②夜勤帯を通じて、看護職員を配置していること又は

喀痰吸引等の実施が出来る介護職員を配置している＜

見守り機器を導入した場合の要件＞

③夜勤職員の最低基準+0.9名分の人員を多く配置

④見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会

を設置

夜勤職員

配置加算

(Ⅲ)

45円

加算名 算定要件 1割料金

夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1人

以上上回っている場合
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〇

(○)

（◯）

若年性

認知症受入

加算

360円

1,251円

看護体制(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロ及び(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ

若しくはロを算定している場合
413円 826円 1,239円

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当を定

め受け入れを行った場合

算定要件 1割料金 2割料金 3割料金

看護体制を算定していない場合 425円 850円 1,275円

連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事

業所に入所している場合、所定単位数から減算を行う

※連続61日以上利用した場合は算定しない

減算

30円

生産性向上推

進体制加算

（Ⅱ）

①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負

担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な

安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた

改善活動を継続的に行っていること。

②見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入しているこ

と。

③１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示す

データの提供を行うこと。

10円/月 20円/月 30円/月

生産性向上推

進体制加算

（Ⅰ）

①（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の

取組による成果が確認されていること。

②見守り機器等のテクノロジーを複数導入しており、職員間

の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を

行っていること。

③１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示す

データの提供を行うこと。

100円/月

業務継続計画

未実施減算

　感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサー

ビスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定す

ること

当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

所定の単位数より

３％減算

120円 240円

在宅

中重度者

受入加算

通常短期入所利用者が利用している訪問看護事業所職

員を当事業所が受入れて、その利用者の健康管理を行

わせた場合

看護体制(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定している場合 421円 842円 1,263円

看護体制(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定している場合 417円 834円

加算名

200円/月

長期利用

者減算

300円/月

長期利用

の適正化

連続して60日を超えて同一の短期入所生活介護事業所

に入所している場合、所定単位数から減算を行う

減算

30円
(○)
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注1)サービス提供体制強化加算は、該当するいずれか1つを算定します。

注2)認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合、若年性認知症受入加算及び緊急短期入所受入

加算は算定されません。

注3)在宅中重度者受入加算を算定している場合、医療連携強化加算は算定されません。

注4)該当欄の(○)は、対象となった場合に算定する加算です。

注5)サービス利用料金に変更がある場合は1ヶ月前に文書にて通知します。

介護職員

処遇改善

加算(Ⅰ）

新加算（Ⅱ）に加え、以下の要件を満たすこと。

経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置しているこ

と

※令和6年6月1日より算定開始

所定の

単位数

×14.0％

◯

身体拘束廃止

未実施減算

身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられて

いない場合

・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際

の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録す

ること

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３

月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職

員その他従業者に周知徹底を図ること

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること

・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化の

ための研修を定期的に実施すること

所定の単位数より

1％減算

高齢者虐待防

止措置未実施

減算

虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じ

られていない場合

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、従業者に周知徹底を図ること。

・虐待の防止のための指針を整備すること。

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施す

ること。

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

所定の単位数より

1％減算
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